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               報   告   内   容  

司会・通訳  葛原 力三（法学部教授） 

会  場 

日本刑法202条のような自殺幇助処罰規定を持たないドイツ刑法の下では、 
自殺の介助サービスを行う団体が複数活動している。 
これに対してはその発足当初から批判があり、また、少なくとも団体として行う 
自殺介助は刑事規制の下におくべきであるとの主張がなされるようになっている。 
現在、具体的な立法提案も国会審議に付されている。ドイツを代表する医事刑法
学者の一人であるDuttge教授を迎えて、ドイツにおけるこの問題を巡る論争の概
観を得た上で、日本における202条を前提とした安楽死、尊厳死問題の文脈での
議論との比較検討により適帰すべき途を探る。 


